


立 会 人 の 職 務（不在者投票用）

１　立会人の心がまえ
　　立会人は、不在者投票が公正に行われていることを見届ける重要な証人です。
（１）立会人は、不在者投票事務が公正、適正かつ迅速に処理され、選挙人が自由な意思に従って投票することができるよう、不在者投票管理者に協力することが大切です。なお、不在者投票管理者に意見を申し出る場合は、不在者投票手続が進行中のことでもあり、簡潔にその要点を申し述べるよう心がけることが必要です。
（２）みだりに不在者投票記載場所の外へ出ないこと。
用便その他真にやむを得ない理由がある場合のほかは、不在者投票記載場所の外へ出ないでください。（席を立つときは不在者投票管理者に連絡すること。）

２　立会人の主な仕事
　　立会人は、不在者投票が行われる際に、不在者投票事務に参与するとともに、不在者投票事務の執行が公正に行われるよう立ち会うことがその役目です。その担任する事務の主なものは、次のとおりです。
（１）不在者投票手続に立ち会うこと。
　　ア　選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと。
　　イ　不在者投票の外封筒に自書による署名を行うこと。
　　ウ　その他不在者投票手続に立ち会うこと。
（２）次のような場合に、意見を述べること。なお、不在者投票管理者は、立会人の意見は聴きますが、それに拘束されることなく自らの判断によって決定することができます。
　　ア　代理投票を拒否することについて意見を求められたとき。
　　イ　選挙人が代理投票を認められたことについて異議があるとき。
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